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越生町新規採用職員募集（令和8年４月１日採用）

■募集職種、採用予定人員、受験資格
募集職種 採用予定人員 受　験　資　格
一般事務 4 名程度 平成 7 年４月２日から平成 20 年４月１日までに生まれた方

保 健 師 1 名程度 昭和 61 年４月２日以降に生まれた方で保健師の免許を有する方
（令和 8 年３月 31 日までに取得見込みの方を含む）

土木技師 若 干 名

昭和 61 年４月２日以降に生まれた方で次のいずれかに該当する方
（１）高等学校以上の学校において土木に関する専門課程を専攻して卒

業した方（卒業見込みの方を含む）
（２）１・２級土木施工管理技士の資格を有する方
（３）測量士または測量士補の資格を有する方

※保健師および土木技師は、各職種の専門知識を活かした事務に従事しますが、一般行政事務に従事
することもあります。

※日本国籍を有しない方、地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当する方は受験できません。

■申込期間　
　７月 4 日（金）～ 25 日（金）
■申込方法
　越生町役場ホームページの申込専用フォーム
　からインターネットでの電子申請
　※電子申請が困難な場合は、郵送での申し込み
　　も受付します。

あ総務課　庶務担当　
　う内線 211・212

■試 験 日
　①一次試験（筆記試験）　９月 21 日（日）
　②二次試験（個別面接）　10 月中旬（予定）
　　※一次試験合格者を対象
■合否通知
　10 月下旬（予定）

町 HP申込専用フォーム
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断熱・防音・防犯・ガラス・
サッシ・シャッター・雨戸施行
創業 49 年の実績と信頼
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支給対象
　高校生卒業まで（18 歳の誕生日後の最初の３月 31 日まで）の児童
支給対象者
　支給対象となる児童を養育している父母等のうち、主に生計を維持している方
　※父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方を優先的に支給します。　
　離婚協議中の事実が確認できる書類（調停期日呼出状の写しなど）の提出が必要です。
　※児童養護施設等に措置入所している児童の手当は、施設設置者等が受給者となります。
支給額

　　※１　３歳になった月まで
　　※２　第３子以降とは、大学生年代（22 歳の年度末までうち、親等の経済的負担がある場合に限る）

までのこどもから数えて３番目以降
支給時期
　児童手当は、偶数月（年６回）に、各支給月前の２か月分を支給します。振込日は、各支給月の５

日になります。
　※令和６年 10 月支給分（12 月５日振込）から、支払通知の送付が廃止となりました。支払通知が

必要な方は、子育て支援課までご連絡ください。
現況届は原則不要です
　次に該当する方のみ現況届の提出が必要です。対象者には個別に通知しています。
　・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
　・支給要件児童の戸籍がない方
　・離婚協議中で配偶者と別居されている方
　・その他、町から提出の案内があった方（別居監護等）

あ子育て支援課　こども担当　う内線 162

児童手当制度について

児童の年齢 月額 1 人あたり

3 歳未満※ 1 第 1・2 子：15,000 円、第 3 子以降※ 2：30,000 円

3 歳～高校生年代　　 第 1・2 子：10,000 円、第 3 子以降※ 2：30,000 円　　　　　　　　

越生町への寄附第75回　社会を明るくする運動
　「越生町魅力あるまちづくり寄附金条例」に基
づく寄附をいただきました。
　寄附の目的を尊重し有効に活用させていただ
きます。ありがとうございました。

寄 附 者　NPO 法人 小江戸大江戸トレニック
ワールド　様

寄附金額　150,000 円
目　　的　ハイキングのまちづくりに関する事業

寄 附 者　有限会社越生エルピーガス　様　　
寄附金額　100,000 円
目　　的　その他町長が必要と認める事業

あ企画財政課　管財担当　う内線 226 

　７月は、❝社会を明るくする運動❞ ～犯罪や非
行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～
強調月間です。また、「再犯防止啓発月間」及び

「青少年の非行・被害防止全国強調月間」ともな
っています。
　これは、すべての国民が、犯罪や非行の防止
と犯罪や非行をした人たちの更生について理解
を深め、それぞれの立場において力を合わせ、
犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会
を築くための全国的な運動です。
　みなさんも、この機会に犯罪や非行をした人
を、再び地域社会に受け入れ、望まない孤立や
社会的孤立などの生きづらさという課題に我が
事として関わるコミュニティの実現に向け、な
にができるか考えてみませんか。

あ健康福祉課　福祉担当　う内線 111

16


